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今後のCOVID-19の考え方と
適正な医療提供体制
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COVID-19を5類に位置付けた後の体制を考える上での前提
人類にとってCOVID-19の存在

① COVID-19は消えない、半永続的に人類と共存する
② 季節性インフルエンザのように、流⾏時期の固定化、感染・死亡

予測が可能になるまでには数年かかる予想

感染者は常時発⽣・⼤きな流⾏期が不規則に到来
反復する社会流⾏

医療機関内、⾼齢福祉施設内での感染は常時発⽣
救急医療・外来診療は慢性的ひっ迫

ポピュラーな疾患

COVID-19感染者を発⾒して侵⼊を防ぐ
COVID-19の重症度分類に基づく診療体制

新型コロナウイルスを排除することは不可能
高齢者にはCOVID-19診療よりも主病や衰弱対応を重視

COVID-19を通常医療への⼀つに位置付け
今まで これから

COVID-19と非COVID-19の峻別

罹患後症状のケア

①
②
③

5類移⾏は最⼤かつ最終の機会

⺠（患者）と⺠（医療機関）活⽤を前提にした⽀援

コロナ施策で導⼊したツールの通常利⽤

安易な妥協策はエンドレスになる

受診に関する国⺠と医療機関の概念・構造転換を⽀援する内容

情報共有基盤・⾏政による広域調整の通常化
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COVID-19患者がいない医療機関は想定されない

目標の転換

「COVID-19か否か」に基づく分離した対応

種々の患者に必要な医療の提供
（COVID-19は多種ある疾患の一つ）

医療ニーズの変化
オミクロン株＋ワクチン

COVID-19 

他の疾患
骨折
誤嚥性肺炎
循環器疾患

軽症

衰弱

合併症としてのCOVID-19も多いことを踏まえて、
Common Diseaseとして幅広い医療機関での対応が前提になる

＊「新型コロナウイルス」に感染していることを理由に、特定の外来医療機関、⼊院医療機関による対応ではない
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１-１ 厚⽣労働省の入院医療体制の方針
厚労省の⽅針

○幅広い医療機関による⾃律的な通常の対応に移⾏していくことになることから、確保病床数は現⾏⽔準
を継続するのではなく、第８波の実績ベースで精査するとともに、確保病床によらず、
幅広い医療機関で受け⼊れを進める。

○確保病床を有していた医療機関は、重症・中等症Ⅱ（酸素投与）患者の受⼊れへと重点化を目指す。
○確保病床を有しない医療機関に対しては、軽症・中等症Ⅰ患者の受⼊れを促す。

特に、⾼齢者を中心に、「地域包括ケア病棟」や「地域⼀般病棟」等の受⼊れを積極的に推進する。

〇COVID-19として中等症Ⅱ以上の患者を対象とした病床
〇単価は半減
○休⽌病床の補助上限数の⾒直し

病
床
確
保
料

〇重症・中等症患者等に対する特例措置は⾒直しにより、減額
○地域包括ケア病棟等への受け⼊れ時の加算項目の新設

診
療

報
酬

元々廃止を前提にしていた
が、短期間延⻑
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1-２ さらに半年後には・・・

5

5
月
8
日
〜

病
床

確
保
料

○9月末までを目途とした措置。その後必要な⾒直しを⾏う。

診
療

報
酬

〇冬の感染拡⼤に先⽴ち、必要な⾒直しを⾏う。その上で、令和６年４月の診療報酬
の改定において、恒常的な感染症対応への⾒直しを⾏う。

⇒病床確保料は将来的な廃止の前段階にある。
診療報酬で⼿当てする傾向強まる。

〇COVID-19として中等症Ⅱ以上の患者を対象とした病床
〇単価は半減
○休⽌病床の補助上限数の⾒直し

病
床
確
保
料

〇重症・中等症患者等に対する特例措置は⾒直しにより、減額
○地域包括ケア病棟等への受け⼊れ時の加算項目の新設

診
療

報
酬



２-１ 病床確保料対象の病床数の根拠

6

α

【第８波の実績】
⼊院者数ピーク⽇︓12月27⽇
・⼊院者数︓1,873⼈

うち、重症（COVID-19として重症）︓22⼈
うち、重症（併存疾患が重症）25⼈
うち、中等症（酸素投与有）︓259⼈
うち、軽症︓1,567⼈

【第７波の実績】
⼊院者数ピーク⽇︓8月9⽇
・⼊院者数︓2,064⼈

うち、重症（ COVID-19として重症）︓38⼈
うち、重症（併存疾患が重症）︓37⼈
うち、中等症（酸素投与有）︓314⼈
うち、軽症︓1,675⼈



２-２ 5/8以降の県のコロナ病床案

【重症用】
高度医療機関

210床

【中等症・軽症用】
重点医療機関
協力病院①

1,990床

※軽症患者しか受入れ
対応できない病院も有り

第８波時点
（12/27）

5/8〜9/30までの県の対応（案）
※第８波実績に基づき再設定

その他病院
311床

（自院発生時対応など）

入病院

311床以上（12/27 G-MIS実績）

病
床
確
保
料
の
対
象

診
療
報
酬
上
の
加
算
対
象

【COVID-19重症】高度(50床)

【重症用】（160床） 【併存疾患が重症（コロナ付着）】

【COVID-19 中等症：酸素投与必要】
重点・協力①（６００床）

【COVISD-19 軽症用】 併存疾患が要入院（コロ
ナ付着）
（1,390床）＋311床以上
重点・協力①
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３-１ 5/8以降の病床確保料と診療報酬の加算算定の抜粋（重症・中等症）

※４月５日時点
で国が発表して
いる資料を元に
県が作成したも
のです。
※診療報酬につ
いては５月８日
以降について不
確定

【重症】
○診療報酬上の加算
・感染対策向上加算Ⅰ：710点
・特定集中治療室管理料1の加算等：29,422点/日
⇒710点＋「29,422点/日」
○病床確保料（特定機能病院等の場合）
⇒補助上限額：436,000円/日
【中等症】（酸素投与有）
○診療報酬上の加算
・感染対策向上加算Ⅰ：710点
・二類感染症患者入院診療加算：250点/日
・二類感染症患者療養環境特別加算：300点/日
・救急医療管理加算：5,700点/日
⇒710点＋「6,250点/日」
○病床確保料（特定機能病院等の場合）
⇒補助上限額：74,000円/日

5月8日以前 5月8日以降
【重症】
○診療報酬上の加算
・感染対策向上加算Ⅰ：710点
・特定集中治療室管理料1の加算等：8,105点/日
⇒710点＋「8,105点/日」
○病床確保料（特定機能病院等の場合）
⇒補助上限額：218,000円/日
【中等症】（酸素投与有）
○診療報酬上の加算
・感染対策向上加算Ⅰ：710点
・二類感染症患者入院診療加算：250点/日
・二類感染症患者療養環境特別加算：300点/日
・救急医療管理加算：2,850点/日
⇒710点＋「3,400点/日」
○病床確保料（特定機能病院等の場合）
⇒補助上限額：37,000円/日

⇒病床確保料と診療報酬のコロナ加算はいずれも減額
⇒空床にしておくのではなく、COVID-19の併存有無に関わらず、患者の発⽣状況に応じて病床
を運⽤して収益性を確保していく
【例】感染拡⼤時は「コロナ患者受⼊拡⼤」、⼩康期は「即応病床の縮⼩」＋「⼀般患者受⼊拡⼤」
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３-２ 5/8以降の県のコロナ病床案

【重症用】
高度医療機関

210床

【中等症・軽症用】
重点医療機関
協力病院①

1,990床

※軽症患者しか受入れ
対応できない病院も有り

第８波時点
（12/27）

5/8〜9/30までの県の対応（案）
※第８波実績に基づき再設定

その他病院
311床

（自院発生時対応など）

入病院

311床以上（12/27 G-MIS実績）

【COVID-19重症】高度(50床)

【重症用】（160床） 【併存疾患が重症（コロナ付着）】

【COVID-19 中等症：酸素投与必要】
重点・協力①（６００床）

【COVISD-19 軽症用】 併存疾患が要入院（コロ
ナ付着）
（1,390床）＋311床以上
重点・協力①

9



3-３ 5/8以降の病床確保料と診療報酬の加算イメージ（重症）

10

基本的な診療報
酬

【例】確保病床（重症）に入院していた患者
※特定集中治療室管理料1対象

診療報酬の加算

※４月５日時点で国が発表している資料を元に
県が作成したものです。

入院時

病床確保料

空床時

確保
病床 基本的な診療報

酬

診療報酬の加算

病床確保料
コロナ以外の患者
受入での診療報酬

コロナ患者
入院時

空床時 一般患者入
院時

5月8日以降

OR
OR OR

5月8日以前

710点＋「29,422点/日」

436,000円/日

710点＋「8,105点/日」

218,000円/日

空床時は積極的にコロ
ナ以外の患者受入を

確保病床以外 基本的な診療報
酬

診療報酬の加算
コロナ以外の患者
受入での診療報酬

コロナ重症

コロナ以外重症



3₋4 5/8以降の病床確保料と診療報酬の加算イメージ
（酸素投与が必要な中等症）

11

基本的な診療報
酬

【例】確保病床（中等症）に入院

診療報酬の加算

※４月５日時点で国が発表している資料を元に
県が作成したものです。

入院時

病床確保料

空床時

確保
病床

基本的な診療報
酬

診療報酬の加算

病床確保料
コロナ以外の患者
受入での診療報酬

コロナ患者
入院時

空床時 一般患者入
院時

5月8日以降

OR
OR OR

5月8日以前

710点＋「6,250点/日」

74,000円/日

710点＋「3,400点/日」

37,000円/日

空床時は積
極的にコロ
ナ以外の患
者受入を

空床の有利性はなくなるので、
COVID-19の発⽣状況に応じて病床を

運⽤していく



3-５ 5/8以降の診療報酬の加算イメージ・算定例
（コロナ⾃体は酸素投与不要な中等症・軽症）

12

疾患にかかる診
療報酬

【例】尿路感染症患者
確保病床以外に入院
※過去の実例に基づきます。

が、実は
コロナを付
着していた

【例】尿路感染症患者＋コロナ付着
確保病床以外に入院

併存疾患にかか
る診療報酬

診療報酬の加算

診療報酬の加算内容例
・院内トリアージ実施料︓300点
・⼆類感染症患者⼊院診療加算︓250点/日
・⼆類感染症患者療養環境特別加算︓300点/日
（個室管理した場合）
・救急医療管理加算︓1,900点/日
（COVID-19中等症Ⅰの場合 軽症は950点）
合計︓300点＋「1200〜2,450点/日」

地域包括ケア病棟
で受け入れ

併存疾患にかか
る診療報酬

診療報酬の加算

地域包括ケア病
棟等の加算

地域包括ケア病棟受け⼊れ時新設の加算
※施設等からの患者受⼊の場合
（新設）地域包括ケア病棟等受け⼊れ時の加算︓950点/日

※４月５日時点で国が発表している資料を元に
県が作成したものです。

多くのコロナ患者を受け⼊れた⽅が、1人あたりのコスト
が低減され、加算の効果が⼤きくなる。

空床の有利性はない
⇒COVID-19患者に対応した運
⽤に取り組む必要がある

診療報酬の加算内容例
・院内トリアージ実施料︓300点
・⼆類感染症患者⼊院診療加算︓250点/日
・⼆類感染症患者療養環境特別加算︓300点/日
・在宅患者⽀援病床初期加算︓300点/日
合計︓300点＋「850点/日」



４-1 準備病床（仮称）確保病床に関する協定⾒直しと協⼒病床

13

α

○現在の協定に基づいた病床のうち、一部（概ね重症用は1/4、中等症・軽症用1/3）を「県の確保要請に
基づく病床【病床確保料有】」（以下、確保病床）とする。他の病床は県の要請により「コロナ患者を受
け⼊れることに協⼒する病床【病床確保料無】」（以下、協⼒病床）として改めて協定を変更をする

県の⽅針

認定医療機関
認定医療機関以外⾼度・重点・協⼒

①
協⼒③・④

確保病床

現協定の
重症用1/4
中等症・軽症用
1/3
⇒650床

協⼒病床

現協定の
重症用3/4
中等症・軽症用
2/3
⇒1,550床

第８波に確保病床以外で受け⼊れた
病床数以上を基本に今後の受⼊⾒込
数を県との間で合意し、協⼒病床と
する。
⇒311床以上

第８波の実績と今後の受⼊⾒
込数等を確認する調査を実施

調査実施4/11～
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4-2 5/8以降の県の準備病床数（イメージ）

区分 フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3 フェーズ4 災害特別フェーズ

重症用病床 100 130 160 210 210+60
中等症・軽症用病床 900 1,170 1,540 1,990 1,990+340

計 1,000 1,300 1,700 2,200 2,200+400

現在の確保病床数（病床確保計画）

区分 フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3 フェーズ4 フェーズ5

重症用病床 10 20 30 50 50+α
中等症Ⅱ用病床 150 300 450 600 600+α

中等症Ⅰ軽症用病床 840 980 1,220 1,550 1,550+α
計 1,000 1,300 1,700 2,200 2,200+α

5/8以降のコロナ病床数

各病院において、5段階フェーズの準備病床の計画を策定
＊新型インフルエンザ等特措法に基づくフェーズはなくなるが、運用上5段階の病床数をおく

（目安）



５（新設）地域包括ケア病棟等受け入れ時の加算

○ 介護医療院等若しくは介護⽼⼈福祉施設等に⼊所している者、特定施設若しくは地域密着型特定施設に⼊居している
者⼜は認知症対応型共同⽣活介護等を受けている者若しくは在宅医療を受けている者が新型コロナウイルス感染症に感染
し、医師の判断により入院が必要と判断された場合であって、「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟
※」に入院した場合、当該病棟を有する保険医療機関において、14 ⽇を限度として１⽇につき救急医療管理加算1
（950 点）を算定できる。なお、当該点数については３（１）②及び③に規定する救急医療管理加算1（1,900〜
2,850 点）と併算定して差し支えない。

※ 「リハビリテーション・介護サービスとの連携が充実した病棟」とは、以下のいずれにも該当する病棟をいう。
イ 当該病棟に専従の常勤理学療法⼠、専従の常勤作業療法⼠⼜は専従の常勤⾔語聴覚⼠が配置されていること
ロ ⼊退院支援加算１⼜は２を届け出ていること
ハ 特定機能病院以外の医療機関であること
ニ 感染管理やコロナ患者発⽣時の対応について、地域の介護保険施設等と連携していることが望ましいこと

なお、算定にあたっては、上記イの配置状況が確認できるよう、適切に記録をしておくこと。

（２）施設外への⼊院等に係る特例について

地域包括ケア病棟は〇 地域一般病棟では？

「地域包括ケア病棟」や「地域⼀般病棟」等とは何か︖

15



６ マイルストーン

4/10週 4/17週 4/24週 5/1週 5/8週

調査

５類移⾏始動

協定

会議

Kintone

意向調査・実態調査
4/11〜4/21

協定変更⼿続き
4/24〜5/7

4/12
認定医療機関
会議

⽇にち未定
実務者向け説
明会

改修 改修内容公開・周知

16



外 来



１ 厚⽣労働省の外来医療体制の方針及び県の対応

18

厚労省の⽅針
 幅広い医療機関が新型コロナの患者の診療に対応する体制へ移⾏

 「診療・検査医療機関」から「外来対応医療機関」に名称は変更するが、指定・公表の仕組みについて
は、これまでの「診療・検査医療機関」と同様に⾏うこと（令和５年３月17日 厚労省事務連絡）

 現⾏と同様に院内トリアージ実施料（３００点）を算定するための要件は「外来対応医療機関の指定」
＋「公表」＋「受⼊患者を限定しない形に８月末までに移⾏」（当該要件に該当せず、院内感染対策を
実施した場合には１４７点を算定可）（令和５年３月31日 厚労省事務連絡）

対応（案）

現在の「発熱診療等医療機関」の制度を拡充（診療報酬改正とリンクさせる）
 ①「受⼊患者を限定しない」医療機関及び②「受⼊患者を限定しない形に８月末までに移⾏」する医療
機関を指定する



２ 新たな体制に向けた進め方

19

 現在の「発熱診療等医療機関」には、「受け⼊れ患者を限定しないこと」を前提に新体制へ移⾏

 現⾏の「発熱診療等医療機関」の名称を「外来対応医療機関」変更
 「全内科標榜医療機関」、「⼩児科単科標榜医療機関」及び「⽿⿐科単科標榜医療機関」に対して案内

を発出し、5/8以降の指定要件、診療報酬上のインセンティブを周知しつつ、拡⼤を図る

 「受⼊患者を限定しない形に８月末までに移⾏」する医療機関については、
①移⾏時期の明⽰と、②８月末まで移⾏が完了したことの確認調査を実施

「かかりつけのみ」や「非公表」

「受入患者を限定しない」や「公表」

現在の発熱診療等医療機関 約2,200

約７割

約３割

「かかりつけのみ」や「非公表」

「受入患者を限定しない」
＋「公表」

新規開拓 募集

拡充約９割

約１割



３ 「外来対応医療機関」及び新たな指定要件

20

※ 厚生労働省事務連絡記載の「診療・検査医療機関」の名称変更後の名称と同一

 対⾯診療を実施する場合の院内感染対策
 医療従事者への感染対策
 検査体制の確保
 コロナの検査を実施する場合、⾏政検査の契約
 ⾃院にかかりつけ患者等のみ受け⼊れる場合は、院内掲示等による周知

 対⾯診療を実施する場合の院内感染対策
 医療従事者への感染対策
 検査体制の確保（コロナ検査可能であることは前提）
 受⼊患者を限定しない
 公表

現
在
の
指
定
要
件

新
た
な
指
定
要
件



４ マイルストーン

３月 ４月 ５月 ６月〜
８月末

20〜 27〜 3〜 10〜 17〜 24〜 １〜 8 9〜

県

医療団体

保健所
設置市等

医療機関

4/27
理事会

郡市医師会
会⻑会

4/19〜30
継続意向調査回答（発熱）
新規登録申請（発熱以外）

集計
指定医療機
関のデータ
ベース
作成

公表（5/8初回公表は、
4/30までに意向確認分
以降は、日時更新）

指定要綱改正等の⼿続
内科標榜・⼩児単科・耳鼻科単科の宛先作成

（郵送準備）

3/28
医師会
打合せ

県医師会との打合せ

「受⼊患者を限定
しない」形に移⾏
したか定期的に調
査

「受⼊患者を限定し
ない」形に移⾏した
か定期的に調査（回
答）

3/30
設置市
会議

GW協⼒HP 4/25〜5/7

発熱診療等医療機関 既存HP 〜5/7 （参考）旧発熱HPとして
5/31まで継続

4/19
継続意向調
査・新規登
録案内発出

4/18
感染症
対策協
議会

4/14
設置市
会議

21



（参考）外来対応医療機関の診療報酬

22

医療機関の種別 算定可能な
診療報酬の特例

公
表
医
療
機
関

インフルエンザのみの診療・検
査を実施（コロナ不可）

‣院内トリアージ実施料（300点)
‣ニ類感染症患者⼊院診療加算

(250点。3月は147点で継続無し）
インフルエンザ・RSウィルス等
の診療・検査を実施（コロナ不
可）

コロナのみの診療・検査を実施
‣院内トリアージ実施料（300点)
‣ニ類感染症患者⼊院診療加算

(250点。3月は147点で継続無し）
‣初診含めコロナ確定患者への診
療（950点）

コロナ・インフルエンザのみの
診療・検査を実施
コロナ、インフルエンザ及びRS
ウイルス等の診療・検査を実施

非
公
表
医
療
機
関

インフルエンザのみの検査を実
施（コロナ不可）

‣院内トリアージ実施料（300点)
インフルエンザ・RSウィルス等
の検査を実施（コロナ不可）
コロナのみの検査を実施

‣院内トリアージ実施料（300点)
‣初診含めコロナ確定患者への診
療（950点）

コロナ・インフルエンザのみの
検査を実施
コロナ、インフルエンザ及びRS
ウイルス等の検査を実施

従来の発熱診療等医療機関
医療機関の種別 算定可能な

診療報酬の特例

受
⼊
患
者
を
限
定
し
な
い

インフルエンザ・コロナのみの
診療・検査を実施

‣院内の感染対策＋受⼊患者を限
定しない＋公表(300点)
‣初診時含めコロナ患者への療養
指導（147点）
‣コロナ患者の⼊院調整を⾏った
場合（950点）

インフルエンザ・コロナに加え
てRSウイルス等の診療・検査を
実施

‣院内の感染対策＋受⼊患者を限
定しない＋公表(300点)
‣初診時含めコロナ患者への療養
指導（147点）
‣コロナ患者の⼊院調整を⾏った
場合（950点）

受
⼊
患
者
を
限
定

インフルエンザ・コロナのみの
診療・検査を実施

‣院内の感染対策（147点）
‣初診時含めコロナ患者への療養
指導（147点）
‣コロナ患者の⼊院調整を⾏った
場合（950点）

インフルエンザ・コロナに加え
てRSウイルス等の診療・検査を
実施

‣院内の感染対策（147点）
‣初診時含めコロナ患者への療養
指導（147点）
‣コロナ患者の⼊院調整を⾏った
場合（950点）

外来対応医療機関

指
定
対
象



（参考）外来対応医療機関の公表項目
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現在の発熱診療等医療機関（かかりつけ以外は相談センターに連絡） 外来対応医療機関（公表情報を元に県⺠が医療機関に直接電話）
公表項目 詳細

必
須

医療機関名

所在地

最寄駅

対象患者
・成⼈or⼩児or成⼈⼩児
・コロナ相談Cからの紹介患者、抗原検査ｷｯﾄ
を使用し陽性だった者、かかりつけ患者、濃
厚接触者、⼩児、妊婦、外国語によるｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝが必要な者（複数選択可）

実施内容
診療or診療・検査
（検査を実施する場合）
PCR等検査、抗原定量検査、抗原定性検査
（COVID-19）、抗原定性検査（ｲﾝﾌﾙ）、ﾏｲｺﾌﾟ
ﾗｽﾞﾏ、RSｳｲﾙｽ、ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ、溶連菌（複数選択可）

任
意
（
医
療
機
関
の
意
向
を
尊
重
）

診療窓⼝電話番号

発熱患者等に対する
診療・検査対応時間 月〜⽇及び祝⽇の対応時間（午前・午後別）

対応可能な言語

オンライン診療
実施有無

電話、ﾋﾞﾃﾞｵ通話、CLINICS、CURON、ﾎﾟｹｯﾄﾄﾞ
ｸﾀｰ、LINEﾄﾞｸﾀｰ、その他及び予約URL

在宅診療対応可否 月〜⽇及び祝⽇の対応時間（午前・午後別）

医療機関HP 公表するHPｱﾄﾞﾚｽ

公表項目 詳細

必
須

医療機関名

受⼊患者の限定 受⼊患者の限定の有無、限定しない形への移
⾏時期

所在地

最寄駅

対象患者
・成⼈or⼩児or成⼈⼩児
⼩児、妊婦、外国語によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが必要な
者（複数選択可）

実施内容
診療or診療・検査
（検査を実施する場合）
PCR等検査、抗原定量検査、抗原定性検査
（COVID-19）、抗原定性検査（ｲﾝﾌﾙ）、ﾏｲｺﾌﾟ
ﾗｽﾞﾏ、RSｳｲﾙｽ、ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ、溶連菌（複数選択可）

診療窓⼝電話番号

発熱患者等に対する
診療・検査対応時間 月〜⽇及び祝⽇の対応時間（午前・午後別）

対応可能な言語

オンライン診療
実施有無

電話、ﾋﾞﾃﾞｵ通話、CLINICS、CURON、ﾎﾟｹｯﾄﾄﾞｸ
ﾀｰ、LINEﾄﾞｸﾀｰ、その他及び予約URL

在宅診療対応可否 月〜⽇及び祝⽇の対応時間（午前・午後別）

医療機関HP（ある場合は） 公表するHPｱﾄﾞﾚｽ

＋

経
口
抗
ウ
イ
ル
ス
薬
の
投
与
の
可
否

「
任
意
」
を
「
必
須
」
に
変
更
す
る
こ
と
で
、
国
事
務
連
絡
の
公
表
項
目
を
網
羅



入院調整



１ 厚⽣労働省の入院調整の方針及び県の対応

25

厚労省の⽅針
 外来で陽性が確定した患者の⼊院先の調整について、冬の感染拡⼤に先⽴って、原則、医療機関間による調整への移

⾏を促すため、G-MISなどITの活⽤を推進、地域の医師会等と連携した取組を推進
 円滑な移⾏のため、都道府県の取組の実情に応じて、当面、「⼊院調整本部」等の枠組みを残すことが可能（病床
ひっ迫時等に⽀援）

 「移⾏計画」等に基づき、まずは軽症・中等症Ⅰの患者から医療機関間による調整の取組を推進
 秋以降は、その進捗を踏まえ、重症者等の患者について医療機関間による調整の取組を推進
 妊産婦、⼩児、透析患者については、都道府県による既存の調整の枠組みへの移⾏を推進

対応（案）

医療機関間の調整を推進し、通常の地域医療における⼊院調整⽀援体制に移⾏
 ⼊院調整サポートシステムの利⽤拡⼤
 医療ひっ迫時（病床利⽤率等による判断）は、
【⼀般成人】広域⼊院調整が必要な場合は県が⽀援
【⼩児・周産期】通常の救急医療体制へ移⾏
【精神科】他の⾝体合併症と同様の対応に段階的に移⾏
【透析】 透析コロナの仕組を⼀定期間継続

県はR4年秋より先⾏して導⼊済



２ 医療機関間調整が困難な場合の、⾏政による入院調整業務の移⾏方針

26

5/8（５類移行） 10/14/1

予告・準備期間 経過措置期間
緊急包括交付金（病床確保料）継続 緊急包括交付金継続を想定

県調整本部
毎日 24時間

政令市・設置市
毎日 8:30〜17:15

7/1

小児 小児コロナ実務者
毎日 24時間

周産期 周産期コロナリエゾン
毎日24時間

精神科

成人一般

入
院
調
整

透析 透析コロナコーディネーター
毎日24時間

透析以外 ⺠間救急等による行政搬送
毎日 24時間患

者
搬
送 透析 ⺠間救急等による行政搬送

毎日 24時間

県救急医療
中央情報センター
（検討・調整中）

廃 止

廃 止

県精神科コロナ調整窓口
毎日 8:30〜17:15

県・政令市精神科救急主管課
平日 9:00〜17:00

1/27

緊急包括交付金
廃止？

病床ひっ迫時に行政搬送（県所管域）
平日 9:00〜17:00

廃 止

県救急医療中央情報センター

県救急医療中央情報センター

透析コロナコーディネーターを継続
平日 9:00〜17:00

８：３０〜１７：１５（毎日）
＊ひっ迫時：広域調整が必要な場合支援

原則 8:30〜17:15（毎日）



3-1 5⽉7⽇までの運⽤「神奈川モデル」

神奈川県調整本部

⾃宅や宿泊施設等

⾼度医療機関

陽性
中等症

集合検査場
発熱診療等医療機関

回復

陽性
重症

陽性
無症状 or 軽症

感染の疑い

帰国者・接触者
相談センター

受診調整 診察

患者受入・搬送等の調整

重点医療機関

拠点化

モニタリング

患者受入
搬送等の調整

患者受入・搬送等の調整

重点医療機関
協⼒病院

検査
酸素投与＋高齢者・

基礎疾患・免疫低下・妊婦

人工呼吸/ECMO

役割分担と機能集約

救命救急センター
地域基幹病院

透析版
精神科版
小児科版
周産期版

27



3-2 ５類移⾏後の運⽤体制「⽇常医療」

神奈川県

⾃宅で療養

（旧⾼度医療機関）
中等症

（種々併存疾患）

外来対応医療機関

回復

重症
（種々併存疾患）

軽症

感染の疑い

周知・相談窓口

診察

患者入院等の調整

有床医療機関
（確保病床＋協⼒病床）

患者入院等
の調整

患者入院等の調整

各種医療機関・施設
内での患者発⽣

オンライン
診療活⽤

入院診療が必要

人工呼吸/ECMO

治療が必要な基本病態に対する医療提供

救命救急センター
地域基幹病院

セルフチェック

⼊院調整支援
システム

⽀援

在宅診療
28



3-3  ５類移⾏後の小児コロナ対応
＜小児救急医療システムの体制に移⾏＞

29



3-4  ５類移⾏後の周産期コロナ対応

システム受入医療機関等
（29機関）

コロナ陽性

周産期救急医療シス
テム受入医療機関
（基幹病院）

自宅 産科医療機関
(分娩予定施設)

基幹病院で
受入れ不可の場合
中央情報センターへ
紹介・斡旋を依頼

中央情報センター

周産期救急対応が
不要な妊婦の場合

周産期救急対応が
必要な妊婦の場合

周産期コロナ受入医療機関
（12病院＋α）

＜周産期救急医療システムを活⽤＞
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3-5  ５類移⾏後の透析コロナ対応

31

時期 令和４年１⽉〜 令和５年３⽉〜 令和５年５⽉８⽇〜 令和５年１０⽉１⽇〜
感染症法上の位置付け 新型インフルエンザ等感染症（２類相当） ５類感染症

入院調整の方法
•透析コロナ受⼊医療機関体
制調整機関コーディネーター
が重症度に応じて⾏う

•かかりつけ透析医療機関が
⼊院調整を病院と直接⾏う
•⼊院調整が困難な場合は、
コーディネーターに相談

•かかりつけ透析医療機関が⼊
院調整を病院と直接⾏う
•⼊院調整が困難な場合は、
コーディネーターに相談

•かかりつけ透析医療機関
が⼊院調整を病院と直接
⾏う

調整機関
•県内４ブロックにコーディネー
ターを設置
•担当ブロック内の⼊院調整
•⼊院適⽤の判断

•全県共通のコーディネーター
を設置
•⼊院調整の支援
•⼊院適⽤の判断

•全県共通のコーディネーターを
設置（受付時間は縮小）
•⼊院調整の支援
•⼊院適⽤の判断

•無し
※神奈川透析危機対策
協議会を相談先とするかど
うか検討

入院調整システム
•透析版キントーンは、コーディ
ネーターが⼊院調整に活⽤
•⼀般の透析医療機関は閲
覧できない

•透析版キントーンを⼀般の
透析医療機関に開放

•透析版キントーンを⼀般の透
析医療機関に開放

•⼀般コロナ患者の⼊院調
整サポートシステムの活⽤
を検討

搬送体制

•⼊院患者は公費による搬送
•通院透析に関しては患者家
族・医療機関・保健所による
搬送を検討のうえ、困難な
場合は県で搬送

•⼊院患者は公費による搬送
•通院透析に関しては患者家
族・医療機関・保健所による
搬送を検討のうえ、困難な
場合は県で搬送

•病床逼迫時（病床利⽤率等
による判断）には、公費による
⼊院・通院の⼿段を⽤意
•通常時は公費による⼊院・通
院の搬送無し

•公費による⼊院・通院の
搬送無し

暫定措置 類型変更準備期間 経過措置 平時の医療体制



3-６ ５類移⾏後の精神科コロナ対応

現⾏ 移⾏期間 新たな体制

受⼊医療機関

患者搬送

調整窓⼝

5/8 ９月末

精神科コロナ重点
（＋ 一部基幹病院）

⾏政（公費） 各病院で調整（公費なし） ただし精神科救急は⾏政

保健所
→ 県調整窓口
（精神保健C・がん疾）

４県市精神科救急主管課

地域連携による身体科病院
精神科救急基幹病院
身体合併症転院事業受⼊病院
現⾏の精神科コロナ重点

地域連携による
身体科病院

精神科救急基幹病院
身体合併症転院事業

受⼊病院
現⾏の

精神科コロナ重点調整により
順次拡⼤
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療養期間の考え方



1 療養期間について

⿐やのどからのウイルスの排出期間の⻑さ（個人差ある）
• 発症２⽇前から発症後７〜１０⽇間は感染性のウイ

ルスを排出している

• 発症後３⽇間は、感染性のウイルスの平均的な排出
量が⾮常に多く、５⽇間経過後は⼤きく減少する

（特に発症後５⽇間が他⼈に感染させるリスクが⾼い）

１） 国⽴感染症研究所のデータ︓感染⼒のあるウイルスを排出する患者の割
合は、症状が続いている患者も含め、発症⽇を０⽇目として８⽇目（７⽇間
経過後）で１５％程度、11⽇目（10⽇間経過後）で４％程度

２）国⽴感染症研究所のデータ︓感染⼒のあるウイルスを排出する患者につ
いて、発症⽇を０⽇目として３ ⽇間程度は平均的に⾼いウイルス量となってい
るが、４⽇目（３⽇間経過後）から６⽇目（５⽇間経過後）にか けて大
きく減少し、ウイルスの検出限界に近づく（６⽇目（５⽇間経過後）前後の
ウイルス排出量は発症⽇の 20分の１〜50分の１）。

10⽇間の配慮
医療機関や高齢福祉施設での運⽤、業務従事に
際して目安

4月14日厚労省公表
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高齢者施設等への支援



１ 厚⽣労働省の高齢者施設対応の方針及び県の対応(案）

36

厚労省の⽅針
 引き続き⼊院が必要な⾼齢者が適切に⼊院できる体制を確保しつつ、施設における感染対策の徹底、医療機関との連
携強化、療養体制の確保等を進め、感染症対策に円滑につながるよう、平時からの取組を強化

 ⾼齢者施設に対する各種の政策・措置は、当⾯継続
・希望者に対するワクチン接種
・集中的検査
・往診等の協⼒医療機関の事前の確保
・看護職員の派遣への補助
・施設内療養を⾏う⾼齢者施設への補助
・退院患者の受⼊促進のための介護報酬上の特特例

 感染対策、介護従事者の訓練、医療機関との連携強化などの取組を推進するためのさらなる⽅策を検討

対応（案）
高齢者施設等への⽀援を継続
 ⼊所者に対しワクチン接種を促進
 保健所による感染対策指導は適宜⾏い、C-CATによる感染対策の⽀援も継続
 高齢者施設等の従事者に対する予防的スクリーニングは実施しない
 事前の備えとしての検査キットの備蓄を促し、陽性者発⽣時に保健所の判断により
必要に応じて引き続き集中検査を実施

 施設内療養に対する補助は、国要綱に基づき当面継続



感染者未発⽣時 感染者発⽣初期 感染拡⼤期 感染終息期

２ 高齢者施設等のハイリスク施設において必要な対応

37

施設⾃ら⾏う感染対策

ワクチン接種 保健所による疫学調査
集中検査

早期の治療介⼊陽性者（有症状者）の
早期探知

保健所・C-CATによる感染対策の⽀援

ADLを落とさない施設内での療養
施設内療養に対する補助

保健所による感染対策指導



３ 5類移⾏後の国の方針に基づく施設への介入

38

陽性者
発生前 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目

現
在
の
対
応

国が⽰す５類移⾏後の対応では、発⽣後の介⼊が遅くなり、感染拡⼤防止が困難
仮に従事者スクリーニング検査で初発陽性患者を探知しても、保健所への報告義務は無い
ため、介⼊はできない

５
類
対
応

1人でも発生
したら、
Webで保健
所等へ報告

保健所・クラス
ター対策班による
積極的疫学調査・
集中検査

10人以上等、集団感染が発生してから
保健所等へ報告

保健所による
積極的疫学調査

各種施設支援
集中検査、感染対策指導、
施設内治療調整等

各種施設支援

C-CATによる感染対
策指導、施設内治療調
整、物資支援等

従事者の
定期検査

陽性者
発生



４ 初発患者（有症状）の探知をするために

39

１

２

• 体調不調者が発⽣した際に使用
原則、抗原検査キットの常備（備蓄）を⾏う

• 体調不調時に使⽤
• 初発患者の探知、感染拡⼤時に活⽤

補完的に、抗原検査キットを⾏政から提供

・⼊所系高齢者施設であること
・⼊所者へのオミクロン株ワクチン接種を1回⾏っていること
・R5年度の接種を予定していること
・県主催の類型変更後の説明会（感染対策、陽性者発⽣時の対応等）に参加
・職員１人につき１個程度
・無症状時には使⽤しないこと

（
例
）
県
の

⽀
給
要
件
案



５ 予防的スクリーニング検査の必要性

40

１

２

• 早期探知は可能だが、無症状での抗原検査キットの感度は４割弱であ
り、ウイルスの侵⼊を防ぐことはできない

• オミクロン株は伝播性が高いため、クラスターを抑止する効果は低い

予防的スクリーニング検査の効果

ウイルスの侵⼊防止に注⼒するのではなく、発症者を早期に把握し、
感染拡⼤を防止し重症化への対応に注⼒する⽅が効果的

• 陽性者１名の探知に係る費⽤が高額
• 抗原検査キットを⽤いた場合、核酸検出検査より費⽤は抑えられるが、
それでもなお高額

費⽤面について

施設従事者に対する予防的スクリーニング検査



（参考）予防的スクリーニング検査は集団感染抑止の効果が低い

41

総施設数 スクリーニング検査
実施施設数

スクリーニング検査
未実施施設数

スクリーニング
検査実施有りの割合

合計施設数
（A) 779 441 338 56.6％

陽性者未発⽣施設
（B) 356 175 181 49.2%

クラスター（陽性者
5人以上の）発⽣施設

（D)
286 178 108 62.2%

クラスター発⽣率
（D）/（A) - 40.4% 32％ -

スクリーニング検査実施施設の⽅がクラスター発⽣率が高い（解釈は要注意）
スクリーニング検査の実施の有無は、感染拡⼤防止には繋がっていない

（スクリーニング実施期間：R4.12〜R5.2 配布対象：県所管域高齢者入所施設）



（参考）予防的スクリーニング検査実施・未実施施設の陽性者数、死亡及び入院の割合
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スクリーニング検査実施の有無
に関わらず、
死亡、⼊院の割合に、有意な差
はなし

（スクリーニング実施期間：R4.12〜R5.2 配布対象：県所管域高齢者入所施設）

※施設の状況に左右されるため解釈は
要注意



（参考） 費⽤対効果が小さい
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施設数
（実）

配布及び
報告数（延）

陽性
報告数 費⽤（円）

配布数 ７７９ ８１２,０７０
※週３回分 ー 配送費 ︓ ６,１８３,６２１

キット購⼊費︓国から配布のため無料

検査
実施施設数 ４４１ ２９４,７８７

１,７１０
(２６２施設)

※陽性率０.５７５%

陽性者１人あたり
３,６１６

施設数
（実）

配布及び
報告数（延）

陽性
報告数 ⾦額（円）

配布数 ７７９ ８１２,０７０
※週３回分 ー

配送費 ︓ ６,１８３,６２１
キット購⼊費︓８１２,０７０,０００

（@1,000で購⼊想定）
総額︓約８２０,０００,０００
（予防事業費︓国1/2・県1/2）

検査
実施施設数 ４４１ ２９４,７８７

１,７１０
(２６２施設)

※陽性率０.５７５%

陽性者１人あたり
４７９,５３２

R4実績（スクリーニング実施期間：R4.12〜R5.2 配布対象：県所管域高齢者入所施設）

試算 キット購入により実施した場合


